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安

全

災害対策

市街地の防災性を高める

地域の防災力を強化する

・住宅密集地における老朽建物の除去
・建物の不燃化・耐震化
・広域避難場所・避難道路等の整備
・災害に強い道路ネットワークの整備
・都市型水害に強い基盤の整備

・地域の防災活動の支援強化
・区民避難所運営の支援強化
・「自助」「共助」による防災対策の推進
・要配慮者の支援強化
・津波・高潮対策の推進

応急活動体制を強化する
・初動体制の強化
・初期消火体制の強化
・医療救護体制の強化
・避難所機能の充実と強化
・備蓄・輸送体制の強化
・情報収集・伝達の充実と強化
・帰宅困難者対策の推進
・り災証明早期発行体制の強化

災害対策を総合的に推進する
・防災対策の計画的推進
・関係機関・事業者・他自治体との連携強化

政策の柱 主な取り組み 具体的な施策

あ
ん
し
ん

持
続

環境 循環型社会への取り組みを推
進する

環境意識の向上を図る

・ごみの発生抑制の推進
・リサイクルの推進
・情報提供と区民参画の推進
・ごみの適正処理の推進

・環境学習・環境情報発信の充実
・様々な主体に対する環境活動の支援
・協働による環境活動の推進

生活環境対策を推進する
・快適な生活環境に向けた取り組みの充実
・環境相談体制の充実

低炭素社会への取り組みを推
進する

・省エネルギー・低炭素なエネルギーへの取り
組みの推進
・地域との協働による取り組みの推進
・区の率先的取り組みの推進

犯罪に強いまちをつくる

消費生活の安全・安心を確保す
る

・地域住民が主体となった防犯対策の強化
・生活安全に関する意識啓発
・犯罪・事故から子どもを守る地域体制づくり

国民保護措置を総合的に推進
する

・消費者教育と啓発活動の推進
・消費者被害防止体制の推進

生活安全

・国民保護措置の計画・体制の充実
・国民保護措置の普及啓発の推進

安

全

政策の柱 主な取り組み 具体的な施策

あ
ん
し
ん

持
続

市街地整備
身近で住みよい生活圏を形成
する

・武蔵小山駅周辺地区の整備促進
・戸越公園駅周辺地区の整備促進
・多様な担い手による地域管理・まちづくりの促
進

安心して生活できる住まいづくり
を進める

・区営・区民住宅の適正な管理と計画的改善
・良質な民間住宅ストック形成への支援
・生活環境の保全と居住の安定
・マンションの適正管理と建替え・修繕の支援

魅力的で活力のある都市空間
を形成する

・大崎駅・五反田駅周辺地区の整備促進
・大井町駅周辺地区の整備促進
・広町地区の都市機能強化・基盤整備
・天王洲・品川駅南地区の整備促進
・おもてなしトイレの整備

利便性の高い公共交通網を構
築する

道路ネットワークを整備する

・鉄道ネットワークの拡充の促進
・鉄道路線の立体化の促進
・利便性の高いバス網の形成促進
・シェアサイクルの活用支援

交通まちづくりを推進する

・幹線道路の計画的な整備
・細街路整備
・生活道路の計画的な道路改修

都市交通

・駅前広場等の整備計画の推進
・北品川駅前広場の整備

交通安全 子ども・高齢者の交通安全確保
を推進する

安全で快適な道路環境を確保
する

・ヒヤリ・ハット地図の啓発推進
・高齢者交通安全教室の実施
・高齢者運転免許証返納の推奨

・歩行者の安全確保のための道路環境整備
・放置自転車対策の推進
・自転車レーン等の整備

交通事故のないまちをつくる
・地域における交通安全活動の支援
・自転車安全教育の推進
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災害対策 

10 年後のめざす姿 

〇「品川区災害対策基本条例」の理念のもと、総合的な防災対策が進められ、市街地の防

災性が向上するとともに、地域の防災力と応急活動体制が強化されています。

〇住宅の不燃化や耐震化、避難道路の整備等が進み、発災時における木造住宅密集地域の

防災性が向上するとともに、都市型水害に強い基盤の整備が充実しています。

〇「自助」「共助」による自主防災意識が高まり、区民、防災区民組織、事業者等の連携が

進展するとともに、災害時の様々な要配慮者への支援体制が構築されています。

〇避難活動、救出・救護活動などの応急活動体制の強化が進むとともに、新たな技術や様々

な媒体を用いた情報収集・伝達手段が充実しています。

数値目標 

数値目標の内容
基準数値

（令和元年度）

目標数値

（令和 11年度）
備 考

現状と課題 

〇近年の大規模地震や豪雨等の自然災害により明らかとなった課題を踏まえ、品川区地域

防災計画をはじめとした各種の計画を随時更新するとともに、関係機関との連携強化や

受援体制の構築、民間事業者との協力確保など総合的な防災対策の推進が必要です。

〇荏原地区を中心に延焼火災等に対して改善が必要な住宅密集地が依然として残っている

ことから不燃化に向け地域と連携し、災害に強いまちづくりを行うとともに、近年の局

地的な豪雨対策として下水道施設の整備を都より受託して進めていますが、スピードア

ップを図っていく必要があります。

〇区では、これまでしながわ防災体験館や防災学校、各種防災訓練など様々な手段を通じ、

防災に関する意識の高揚と知識の普及を図るとともに、防災区民組織の活動支援や防災

リーダーの育成を通じ、地域の防災力を強化してまいりました。しかしながら、一部に

防災意識の低下や、地域のつながりの希薄化が見られるなどの課題があり、引き続き、

「自助」「共助」の意識の向上と地域コミュニティの強化等により、地域の防災力の向上

を図っていく必要があります。

〇区では、これまで災害初動対応マニュアルの整備による初動活動体制の強化や、コミュ

ニティ FM「FMしながわ」などを用いた情報収集・発信の強化を進めるとともに避難、
救出・救護のための態勢を整備してきました。引き続き、初動、情報収集・発信、初期

消火、医療救護、避難所、帰宅困難者対策等の態勢を充実させるとともに、り災証明書

の早期発行など被災者の生活再建のための態勢を強化していく必要があります。

10 年後のめざす姿を実現するための主な取り組み 

１ 災害対策を総合的に推進する 

〇災害時に区および防災関係機関等が、その有する全機能を有効に発揮できるよう、「品川

区地域防災計画」や震災復興計画などの各種計画を随時更新します。

〇災害時に効果的に対応できるよう、関係機関との協定を充実するとともに、他自治体等

からの応援職員や支援物資を受け入れる体制を強化します。

（具体的な施策）

・防災対策の計画的推進 ・関係機関・事業者・他自治体との連携強化

２ 市街地の防災性を高める 

〇木造住宅密集地域などの防災性を向上するため、老朽住宅の除却・建替えや不燃化およ

び共同化を促進するとともに、避難道路の整備など公共施設の効果的な整備を行います。

〇都市型水害のおそれがある地域の被害軽減のため、都と連携して下水道施設整備を進め、

また区内全域に雨水流出抑制施設の整備を進めるなど浸水への予防措置を図ります。

（具体的な施策）

・住宅密集地における老朽建物の除去 ・建物の不燃化・耐震化

・広域避難場所・避難道路等の整備 ・災害に強い道路ネットワークの整備

・都市型水害に強い基盤の整備

３ 地域の防災力を強化する 

〇地域の防災力を強化するため、防災区民組織をはじめとする様々なコミュニティにおけ

る防災に関する意識の高揚や知識の普及に努めるとともに、訓練実施等を支援します。

〇区民、事業者、関係行政機関との相互連携の強化を進めるとともに、災害時の要配慮者

の支援体制を強化します。さらに、津波・高潮対策の強化を図ります。

（具体的な施策）

・地域の防災活動の支援強化 ・区民避難所運営の支援強化

・「自助」「共助」による防災対策の推進 ・要配慮者の支援強化 ・津波・高潮対策の推進

４ 応急活動体制を強化する 

〇応急活動を迅速に行うため、災害対策本部の初動対応マニュアルを充実するとともに、

本部活動のための訓練を実施し、初動活動体制の強化に取り組みます。

〇ICT を活用したリアルタイムの情報収集・発信の強化および避難、救出・救護や生活再
建のための対策を一層推進します。

（具体的な施策）

・初動体制の強化        ・初期消火体制の強化 ・医療救護体制の強化 

・避難所機能の充実と強化    ・備蓄・輸送体制の強化 

・情報収集・伝達の充実と強化 ・帰宅困難者対策の推進 ・り災証明早期発行体制の強化
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環境 

10 年後のめざす姿 

〇地球温暖化対策とともに、将来にわたる持続可能な発展のため、太陽光発電等の再生可

能エネルギーが積極的に活用されるとともに、省エネと創エネを組み合わせたＺＥＢ（ネ

ット・ゼロ・エネルギー・ビル）やＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）が増

え、まち全体の環境負荷の低減が実現しています。

〇ごみ・資源分別の更なる徹底や廃棄物発生抑制の取り組み推進のほか、優れた環境技術

の導入等が積極的に行われ、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の推進による

循環型社会が実現しています。

〇（仮称）品川区立環境学習交流施設を中心に、地球温暖化をはじめとする環境課題につ

いて継続的な発信や情報提供を行うことで意識向上に繋がっています。また、区民や事

業者と協働や他自治体との相互連携により、効果的に環境活動に取り組むことができる

しくみが構築されています。

数値目標 

数値目標の内容
基準数値

（令和元年度）

目標数値

（令和 11年度）
備 考

現状と課題 

〇環境計画に基づく継続的な取り組みや意識啓発により、区民・事業者の理解や協力のも

と、品川区内の温室ガス排出量やごみ収集量は減少傾向にあります。

〇現在においても区民・事業者・区が一体となり、区内温室効果ガスの削減目標を定めて

対策に取り組んでいますが、目標達成にはより一層の取り組みが必要な状況です。

〇資源を無駄なく有効利用して地球環境の負荷低減を図る「循環型社会」を構築するため、

廃棄物の発生抑制および適正処理に引き続き取り組むことが重要です。

〇環境に対する問題を今以上に身近なものとして捉えてもらうために、環境保全の取り組

みに対して気軽に楽しく参加できる環境を整えて取り組みの裾野を広げていき、区民・

地域・事業者等との協働による環境保全の輪を広げていくことが求められています。

10 年後のめざす姿を実現するための主な取り組み 

１ 低炭素社会への取り組みを推進する 

〇「品川区環境基本計画」に基づき、地球温暖化対策に関する各種啓発・助成事業を計画

的かつ効果的に進め、区内温室効果ガス排出量削減の目標達成に努めます。

〇区民や事業者と協働して、省エネルギーや低炭素なエネルギーの利用に繋がる設備機器

等の助成事業を実施するとともに、カーボンオフセットや節電などの地球環境にやさし

い行動に対する取り組み支援や啓発を行います。

（具体的な施策）

・省エネルギー・低炭素なエネルギーへの取り組みの推進

・地域との協働による取り組みの推進  ・区の率先的取り組みの推進

２ 循環型社会への取り組みを推進する 

〇区民・事業者がそれぞれの役割と責任において、効果的に取り組むことができるごみの

減量化、資源化のしくみづくりを構築・推進します。

〇増加傾向にある事業系ごみの排出量削減に向けて、再利用促進状況等を調査し、効果的

なごみの減量指導等を推進します。

（具体的な施策）

・ごみの発生抑制の推進        ・リサイクルの推進

・情報提供と区民参画の推進      ・ごみの適正処理の推進

３ 環境意識の向上を図る 

〇（仮称）品川区立環境学習交流施設を中心にわかりやすい環境学習の提供や、環境情報

の収集・発信の充実、様々な環境行動の支援の実施を通じて、未来を担う子どもたちだけ

でなく、地域全体で環境行動の充実を推進します。 

〇区民、事業者、地域団体等と協力し、エコフェスティバルや食品ロス削減活動等を通じ

た様々な啓発を行うことで、環境活動の環を広げると同時に、環境意識の向上を図ります。 

（具体的な施策） 

・環境学習・環境情報発信の充実   ・様々な主体に対する環境活動の支援 

・協働による環境活動の推進 

４ 生活環境対策を推進する 

〇大気汚染や自動車騒音などの監視とともに、各種法令に基づく指導を継続して実施する

ことにより、生活環境の保全に努めます。

〇カラスや外来種による生活環境や生態系への被害軽減と拡大防止のため、相談体制を充

実し、巣の撤去や駆除を迅速に行います。

（具体的な施策）

・快適な生活環境に向けた取り組みの充実  ・環境相談体制の充実
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生活安全 

10 年後のめざす姿 

〇子どもや高齢者を地域全体で見守る活動が活発に行われ、「子どもの犯罪被害ゼロ」、「高

齢者を狙った特殊詐欺の被害ゼロ」が実現しています。

〇区民の生命・財産を守る施策が充実し、23 区内の中で犯罪認知件数が最小となり、「治
安が良い」と感じる人の割合が最も多くなっています。

〇消費生活相談に加え、消費者教育や啓発により自立した消費者を育成し、トラブルに巻

き込まれやすい若者や高齢者には関係機関や周囲の人々の見守りが行われています。

〇国民保護措置が関係機関と連携して的確かつ迅速に実施され、武力攻撃事態や大規模テ

ロ等から区民の生命・身体および財産を保護できるようになっています。

数値目標 

数値目標の内容
基準数値

（令和元年度）

目標数値

（令和 11年度）
備 考

現状と課題 

〇防犯については、「品川区生活安全条例」により、区民の生活安全に関する意識を高め、

自主的な防犯活動を推進することで、安全で安心して生活できる地域社会を形成するこ

とを目的に各種の施策を展開しています。

〇刑法犯全体の認知件数が減少しているものの、オレオレ詐欺をはじめとする特殊詐欺が

増加していることから、区内の安全・安心を確保するため、意識啓発のほか、地域見守

りの強化や、悪質な客引き行為等の排除等に向けた様々な取り組みが求められています。

〇消費者を巡る環境の変化を背景に、従来にない契約トラブルも発生しています。特に高

齢者や若者に悪質巧妙な手口による被害が増加しています。消費者が安心して暮らせる

社会を築くために、消費者教育を推進し、地域住民や関係機関と連携して消費者被害防

止の見守りを進めることが求められています。

〇国際情勢が緊迫する中、国民保護措置の重要性が高まる一方で、区民にその内容や必要

性を十分認識されているとはいい難い状況にあり、啓発が必要です。

10 年後のめざす姿を実現するための主な取り組み 

１ 犯罪に強いまちをつくる 

〇安全で安心なまちづくりに向けた品川区セーフティアップ運動の効果的推進のほか、自

主的防犯活動団体に対する助成制度や、町会・自治会・商店街に対する防犯カメラの設

置管理の助成等、区民の自主的な防犯活動を支援します。

〇子どもの安全確保については、「児童見守りシステム（まもるっち）」や「８３運動」、「子

ども 110ばんの家」等の協力者を中心とした地域ネットワークを構築していきます。
〇特殊詐欺等の犯罪から区民の生命や財産を守るために、区内警察署や関係機関等との連

携を進め、犯罪被害の根絶に向けた取り組みを推進します。

（具体的な施策）

・地域住民が主体となった防犯対策の強化 ・生活安全に関する意識啓発

・犯罪・事故から子どもを守る地域体制づくり

２ 消費生活の安全・安心を確保する 

〇消費者トラブルに巻き込まれやすい高齢者や若者に対して、行政、消費者、消費者団体、

教育関係者、福祉関係者、民生委員、町会・自治会などとの連携を強化し、見守りの体

制づくりを推進します。

〇一人ひとりが自立した消費者として行動できるようにするために、高齢化、成年年齢引

き下げ、キャッシュレス、取引のグローバル化など社会環境の変化に対応した消費者教

育や情報提供を推進します。

（具体的な施策）

・消費者教育と啓発活動の推進 ・消費者被害防止体制の推進

３ 国民保護措置を総合的に推進する 

〇各種事態に応じた訓練等により、関係機関と連携して国民保護措置を的確かつ迅速に実

施する体制を構築します。

〇国民保護措置に関する普及啓発によりその円滑な実施および区民の協力を得る基盤を強

固にしていきます。

（具体的な施策）

・国民保護措置の計画・体制の充実 ・国民保護措置の普及啓発の推進
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交通安全 

10 年後のめざす姿 

〇道路の安全な歩行空間の確保に加え、自転車の安全利用の推進ならびに子どもや高齢者

に対する交通安全の啓発等により交通事故が減少し、便利で安全な交通環境が整備され

ています。

数値目標 

数値目標の内容
基準数値

（令和元年度）

目標数値

（令和 11年度）
備 考

現状と課題 

〇品川区交通安全計画に基づき、警察等の関係機関と相互連携・協力を密に行い交通安全

対策を推進することにより、10 年前と比較すると区内交通事故件数が減少傾向であり、
区内交通事故発生件数は 399件減少（約 34％減）しました。

〇すべての区民が安全かつ安心して道路を利用するために、交通事故を減少させる取り組

みとして、安全施設の整備や交通安全の啓発・教育を実施し、交通マナーをさらに向上

させる施策を展開しています。

〇交通事故防止に向けて、すべての区民が安全で安心して道路を利用できるよう、道路利

用の適正化による道路環境の向上が必要です。

〇自転車の安全利用の推進や、交通事故の被害者となる可能性が高い子どもや高齢者の交

通安全の確保に向けた対応が必要です。

10 年後のめざす姿を実現するための主な取り組み 

１ 交通事故のないまちをつくる 

〇警察などの関係機関と連携して交通安全運動や交通安全キャンペーン等を通じ、地域に

おける交通安全意識の高揚を図ります。 

〇交通事故を未然に防止するため、自転車安全教室や講習会等を実施し、自転車安全利用

５則など交通ルールの遵守についての啓発を継続的に行います。

（具体的な施策） 

・地域における交通安全活動の支援 

・自転車安全教育の推進 

２ 子ども・高齢者の交通安全確保を推進する 

〇警察や教育機関等と連携して、子どもの発達段階に応じた効果的な交通安全教育を徹底

するともに、保育園や幼稚園、小学校などの周辺での交通環境の整備・改善を進めます。 

〇通学路安全・安心プログラムによる点検等を実施し、道路環境のハード対策やソフト対

策を講じる等、安全で安心な通学路等を確保します。

〇加齢に伴う身体機能や認知機能の低下など、高齢者の交通行動を踏まえた交通環境の整

備とあわせて、参加・体験・実践型の交通安全教育等を充実します。 

（具体的な施策） 

・ヒヤリ・ハット地図の啓発推進 

・高齢者交通安全教室の実施 

・高齢者運転免許証返納の推奨

３ 安全で快適な道路環境を確保する 

〇交通事故の多い交差点の改良や、歩行者の安全確保やバリアフリーの観点から、計画的

に歩道等の整備を進めます。

〇違法駐車や放置自転車を減らすとともに自転車走行環境を整備するなど、安全に利用で

きる道路環境の確保に努めます。

〇警察などの関係機関と連携してＡＩやＩＣＴ技術などを活用し、効果的な交通安全対策

を推進します。

（具体的な施策）

・歩行者の安全確保のための道路環境整備

・放置自転車対策の推進

・自転車レーン等の整備
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市街地整備 

10 年後のめざす姿 

〇リニア中央新幹線や羽田空港アクセス新線開業による国際都市としてのポテンシャル向

上という優位性を活かし、地域の特性に合わせた高度な都市機能を備えた市街地・都市

基盤が整備されています。

〇まちの開発・整備後も、地域の特色を生かしたまちづくり・地区の良好な環境維持のた

めに民間主体でまち運営を行っていく「エリアマネジメント」が活発に行われています。

〇公営住宅を含めた既存住宅が長寿命化やリノベーションにより良質なストックとして適

切に維持・活用され、多様なライフスタイルに対応した住まいづくりが充実しています。

〇民間の空き家・空き室等を活用した新たな住宅セーフティネット制度が充実し、居住支

援協議会を中心とした住宅確保要配慮者に対する支援体制が構築されています。

数値目標 

数値目標の内容
基準数値

（令和元年度）

目標数値

（令和 11年度）
備 考

現状と課題 

〇副都心として位置づけられた大崎駅周辺地区をはじめとして、天王洲地区、東品川四丁

目地区などで法定再開発事業などの手法を活用し、道路や歩道、公園等の都市基盤施設

の整備を進め、安全・安心で快適な都市空間の整備を進めてきました。

〇区民の暮らしを支える魅力ある生活拠点の形成を図る一方、昼間人口の様々な活動を支

える都市機能の充実を図っていくなど、バランスのとれたまちづくりを計画的に進める

必要があります。

〇まちの維持管理運営においては、区と地域住民が一体となり、それぞれの役割を分担か

つ連携しながらまちの魅力と活力を維持していくことが必要です。

〇駅周辺のまちの開発・整備や鉄道ネットワークの拡充により、利用者の増加が見込まれ

る駅の混雑解消を鉄道事業者と連携し、対策していくことが必要です。

〇住生活の安定の確保および質の向上を図るため、区営・区民住宅の計画的な修繕・改善

や、民間の既存住宅に対する支援を引き続き検討・実施していく必要があります。

〇空き家や管理不全の恐れがあるマンションに対して、適切な対策・支援を行い、区民が

安心して生活できる住環境を構築していくことが必要です。

10 年後のめざす姿を実現するための主な取り組み 

１ 魅力的で活力のある都市空間を形成する 

〇業務機能が集積している大崎駅・五反田駅周辺、区の中心核としての大井町駅周辺等の

拠点やその周辺地区において、地域の特性に合わせた高度な都市機能を備えた計画的な

都市空間の形成を図ります。

〇大井町駅周辺は、区の中心核としてふさわしい業務・商業機能が充実し、芸術や文化等、

人々が集い楽しく安全に暮らすことができるまちとし、広町地区においてはさらなる賑

わい創出を図るため、区有地を含めた土地の再編や基盤整備を進めます。

〇天王洲・北品川周辺では、品川駅や羽田空港へのアクセスの利便性を生かし、複合的な

都市機能を集積して個性豊かで魅力のある拠点の形成を図ります。

〇快適な都市観光の観点から、魅力あるまちづくりの一環として公衆トイレ等を計画的に

整備します。

（具体的な施策）

・大崎駅・五反田駅周辺地区の整備促進 ・大井町駅周辺地区の整備促進

・広町地区の都市機能強化・基盤整備  ・天王洲・品川駅南地区の整備促進

・おもてなしトイレの整備

２ 身近で住みよい生活圏を形成する 

〇武蔵小山駅周辺は、荏原地区の中心核として、都市機能の強化・更新・集積ならびに防

災性の向上を図り、個性ある商店街のにぎわいと回遊性のある市街地形成を促進します。

〇戸越公園駅周辺は、区民の生活活動を支える地域生活拠点として、商店街の活性化等、

日常生活の拠点形成を図るとともに、駅周辺の踏切解消や防災性の向上に取り組みます。

〇一定の地域における居住環境・市街地環境の維持・向上を目的とした地域住民・事業所

等による自主的取り組みや、多様な担い手による地域管理の体制づくりを支援します。

（具体的な施策）

・武蔵小山駅周辺地区の整備促進    ・戸越公園駅周辺地区の整備促進

・多様な担い手による地域管理・まちづくりの促進

３ 安心して生活できる住まいづくりを進める 

〇公営住宅の計画的な修繕・改善や区民ニーズに応じた民間住宅改修等への助成を進め、

既存住宅ストックの適切な管理や有効活用を促進します。

〇空き家の発生予防、適正管理および利活用を進めるとともに、住宅の確保に配慮が必要

な方について、居住支援協議会において福祉・子育て部門や外部関係機関との連携を密

に行いながら、課題整理・検討を進め必要な支援を実施します。

〇マンションの適正管理のための支援体制の充実を図るとともに建替え等を検討する管理

組合に対して適切な支援を行い、計画的な建替え等を促進します。

（具体的な施策）

・区営・区民住宅の適正な管理と計画的改善 ・良質な民間住宅ストック形成への支援

・生活環境の保全と居住の安定 ・マンションの適正管理と建替え・修繕の支援
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都市交通 

10 年後のめざす姿 

〇鉄道・バスなどの既存公共交通網に加え、コミュニティバスやシェアサイクルを含めた

自転車活用等により充実した交通環境が形成され、更に交通とサービスを繋ぐＭａａＳ

を積極的に取り入れ、誰もが利便性の高い移動手段を利用できる社会が実現しています。

〇幹線道路の計画的整備や、生活道路の適切な整備促進、鉄道立体化による踏切の解消に

より、交通の円滑化とともに、災害時の避難や緊急車両等の通行が確保させるなど市街

地の防災性が向上しています。また、自動運転に代表されるスマートモビリティ社会に

対応した道路ネットワークが構築されています。

数値目標 

数値目標の内容
基準数値

（令和元年度）

目標数値

（令和 11年度）
備 考

現状と課題 

〇品川区は鉄道網が発達しており、駅の数も 40と区内のほぼ全域が駅まで概ね徒歩 15分
以内にあります。また、バスは鉄道網を補完する役割として、鉄道駅への移動手段であ

るとともに、鉄道では直接接続していない地域間の移動にも利用されています。

〇他区に比べても交通利便性の高い状況にありますが、バス停留所からやや距離がある地

域や本数が少なく利用しづらいところもあります。また、幹線道路が不十分なことによ

り、バス路線を通せない地域もあり、更なる交通利便性の向上が求められています。

〇道路網については、南北を結ぶ幹線道路網は充実していますが、東西を結ぶ道路網は脆

弱であり、交通渋滞、生活道路への通過車両の流入等が課題となっています。

〇一部の幹線道路を除き狭隘
きょうあい

な道路が多いほか、いくつかの踏切が残されており、地域の

分断や交通渋滞、災害時の避難、救援・救護の障害になりうる地域があります。

10 年後のめざす姿を実現するための主な取り組み 

１ 利便性の高い公共交通網を構築する 

〇品川区の広域都市軸である五反田、大崎、大井町のさらなる活性化を図るため、羽田空

港アクセス新線の早期整備向けて働きかけるとともに、新駅の設置に向けた要望を行っ

ていきます。

〇交通渋滞および踏切事故の解消、ならびに鉄道に分断された市街地の一体化等を図るた

め、鉄道立体化の検討や計画、事業を促進します。

〇都市計画道路等の幹線道路の整備に合わせ、新たなバス路線の整備をバス事業者に対し

強く働きかけるとともに、コミュニティバスの導入についても検討します。

〇環境負荷の低減や観光施策との連携など多目的な活用の観点から、各施策や関係部署と

連携して、シェアサイクルなどの取り組みを支援します。

（具体的な施策）

・鉄道ネットワークの拡充の促進

・鉄道路線の立体化の促進

・利便性の高いバス網の形成促進

・シェアサイクルの活用支援

２ 道路ネットワークを整備する 

〇都市基盤の骨格となる、都市計画道路等の幹線道路を計画的に整備し、交通の円滑化と

防災まちづくり、地域の活性化を図ります。

〇生活道路の中には狭隘
きょうあい

な道路が多くあるため、利便性や防災上の観点から、建物の建て

替え時等に適切に細街路の拡幅整備を促進します。

〇ＡＩやＩＣＴ技術を活用して道路状況の把握を定期的に行うとともに修繕計画を策定し、

計画的かつ予防的な道路改修を進め、道路機能の延命化を図ります。

（具体的な施策）

・幹線道路の計画的な整備

・細街路整備

・生活道路の計画的な道路改修 

３．交通まちづくりを推進する 

〇鉄道立体化にあわせて、駅の交通結節機能の強化と歩行者環境等の向上を図るため、駅

前広場や側道等の整備計画を推進します。 

〇京浜急行本線の連続立体交差事業の施行に伴い、北品川駅における駅前広場整備を行い、

駅周辺の混雑解消や周辺地域の回遊性向上を図ります。

（具体的な施策）

・駅前広場等の整備計画の推進 ・北品川駅前広場の整備
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